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原
町
田
商
店
街
の
犯
罪
を
防
止
す
る

た
め
に
、
警
視
庁
で
は
緊
急
通
報
装
置

「
ス
ー
パ
ー
防
犯
灯
」　

基
を
設
置

１５

し
、
２
月
か
ら
運
用
を
開
始
し
た
と
こ

ろ
で
す
。

　

事
件
や
事
故
で
、
実
際
に
ス
ー
パ
ー

防
犯
灯
に
設
置
さ
れ
て
い
る
緊
急
通
報

ボ
タ
ン
に
よ
る
通
報
は
こ
れ
ま
で
に

（
３
月
末
現
在
）
数
件
あ
り
ま
し
た

が
、
一
方
、
い
た
ず
ら
で
押
さ
れ
た
も

の
が　

件
近
く
に
も
の
ぼ
っ
て
い
ま

３０

す
。

　

ス
ー
パ
ー
防
犯
灯
の
緊
急
通
報
は
、

い
ざ
と
い
う
と
き
の
大
切
な
通
報
装
置

で
す
の
で
、
心
な
い
い
た
ず
ら
は
絶
対

に
し
な
い
で
下
さ
い
（
軽
犯
罪
法
に
触

れ
ま
す
）
。

　

ス
ー
パ
ー
防
犯
灯
の
使
い
方
は
、
例

え
ば
自
分
が
事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま

れ
た
、
あ
る
い
は
目
撃
し
た
と
き
な
ど

に
、
設
置
さ
れ
て
い
る
緊
急
通
報
ボ
タ

ン
を
押
す
こ
と
に
よ
り
、
赤
色
灯
が
点

灯
し
、
周
囲
に
緊
急
事
態
が
発
生
し
た

こ
と
を
知
ら
せ
る
非
常
ベ
ル
が
同
時
に

鳴
り
ま
す
。
さ
ら
に
設
置
さ
れ
て
い
る

テ
レ
ビ
電
話
に
よ
っ
て
、
町
田
警
察
署

の
警
察
官
と
相
互
に
通
話
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
警
察
官
が

現
場
に
急
行
す
る
な
ど
し
て
、
事
件
・

事
故
の
処
理
に
当
た
る
シ
ス
テ
ム
に
な

っ
て
い
ま
す
。

□問
 

安
全
対
策
課
11
７
２
４
・
３
２
５
４

　

自
転
車
は
、
手
軽
な
乗
り
物
と
し

て
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
、
自
転
車
の

ル
ー
ル
違
反
や
マ
ナ
ー
の
低
下
が
目
立

ち
ま
す
。
そ
の
た
め
、
自
転
車
を
当
事

者
と
し
た
交
通
人
身
事
故
が
増
え
て
い

ま
す
。

　

４
月　

日
現
在
、
１
５
７
４
件
中
１

２０

７
６
件
が
自
転
車
事
故
で
し
た
。

　

内
訳
は
死
亡
１
件
、
重
傷
０
件
、
軽

傷
１
７
５
件
で
す
。
自
転
車
も
、
乗
れ

ば
道
路
交
通
法
上
の
軽
車
両
と
な
り
ま

す
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
一
項
八

号
、
同
項
第
十
一
号
）
。

ご
存
じ
で
す
か　

自
転
車
の
正
し
い
乗

り
方
！

　

次
に
挙
げ
る
も
の
は
道
路
交
通
法

上
、
運
転
者
が
守
る
べ
き
も
の
と
し
て

罰
則
が
設
け
ら
れ
て
い
る
主
な
も
の
で

す
。

◎
一
時
停
止
違
反

　

「
一
時
停
止
」
の
標
識
の
あ
る
場
所

や
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
で
は
必
ず
止

ま
っ
て
左
右
の
安
全
を
確
認
し
ま
し
ょ

う
。

◎
信
号
無
視

　

信
号
は
絶
対
に
守
り
ま
し
ょ
う
。

◎
歩
行
者
通
行
妨
害

　

「
自
転
車
通
行
可
」
の
標
識
の
あ
る

歩
道
で
は
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
害
し

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◎
二
人
乗
り
禁
止

　

二
人
乗
り
は
大
変
危
険
で
す
の
で
や

め
ま
し
ょ
う
。

◎
そ
の
他
、
危
険
な
乗
り
方
と
し
て
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
夜
間
の
無
灯
火

・
車
道
の
右
側
通
行

お
母
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
か
�

◎
自
転
車
に
子
ど
も
を
乗
せ
る
場
合
は

・　

歳
以
上
の
方
が
、
幼
児
用
座
席
に

１６
６
歳
未
満
の
幼
児
を
一
人
乗
車
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
荷
台
に
そ
の
ま
ま

乗
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
）
。

・　

歳
以
上
の
方
が
、
６
歳
未
満
の
幼

１６
児
を
子
守
バ
ン
ド
等
で
確
実
に
背
負
っ

て
い
る
場
合
、
運
転
者
の
一
部
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

・
幼
児
用
座
席
を
前
後
に
付
け
た
３
人

乗
り
は
違
反
で
す
。

!?

　

ラ
ッ
プ
は
デ
パ
ー
ト
、
ス
ー
パ
ー
、

コ
ン
ビ
ニ
、
小
売
店
、
家
庭
な
ど
で
も

良
く
使
わ
れ
て
い
る
大
変
便
利
な
も
の

で
す
。
ラ
ッ
プ
の
素
材
は
大
き
く
分
け

る
と
塩
化
ビ
ニ
ル
系
と
非
塩
化
ビ
ニ
ル

系
が
あ
り
ま
す
。
塩
化
ビ
ニ
ル
系
素
材

は
、
ゴ
ミ
と
し
て
焼
却
さ
れ
る
と
き
の

加
熱
条
件
に
よ
り
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の
発

生
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
家
庭
用
ラ
ッ

プ
に
つ
い
て
は
、
原
材
料
名
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
添
加
剤
も
表
示
さ
れ
て
お

り
、
消
費
者
が
内
容
を
確
認
の
う
え
選

択
で
き
る
状
況
に
あ
り
ま
す
が
、
業
務

用
ラ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
簡
単
な
表
示
の

み
で
素
材
の
表
示
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　

町
田
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、

２
０
０
４
年　

月
に
町
田
市
内
及
び
近

１１

隣
地
域
の
デ
パ
ー
ト
、
ス
ー
パ
ー
な
ど

で
購
入
し
た
食
品
用
ラ
ッ
プ　

種
に
つ

３０

い
て
東
京
都
多
摩
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

の
協
力
に
よ
り
検
査
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
は
、
塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂
（
Ｐ
Ｖ

Ｃ
）　

％
、
残
り　

％
は
非
塩
化
ビ
ニ

３３

６７

ル
系
素
材
で
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
エ
チ
レ

ン
酢
酸
ビ
ニ
ル
樹
脂
（
Ｅ
Ｖ
Ａ
）
で
し

た
。
塩
化
ビ
ニ
ル
系
素
材
は
、
機
密
性

や
粘
着
性
に
優
れ
、
高
温
に
も
耐
え
る

な
ど
の
理
由
で
依
然
と
し
て
根
強
い
使

用
が
見
ら
れ
ま
す
。
２
０
０
２
年
に
行

っ
た
同
様
の
調
査
で
は
塩
化
ビ
ニ
ル
樹

脂
系
は　

％
で
し
た
。
徐
々
に
で
は
あ

３８

り
ま
す
が
塩
化
ビ
ニ
ル
系
素
材
の
使
用

は
減
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
で
す
。
消
費

者
と
し
て
は
業
務
用
ラ
ッ
プ
に
つ
い
て

も
素
材
表
示
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま

す
。
私
た
ち
が
食
品
を
購
入
す
る
時
、

販
売
者
に
包
装
に
使
わ
れ
て
い
る
ラ
ッ

プ
の
素
材
を
確
認
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ

の
方
法
で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
は
、
利
便
性

を
追
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
な
ど

に
も
配
慮
し
た
視
点
で
商
品
を
選
択
購

入
す
る
な
ど
私
た
ち
の
出
来
る
こ
と
か

ら
実
行
し
、
安
心
・
安
全
な
暮
ら
し
に

繋
げ
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

　４月２８日、町田市は神奈川県及び厚木基地周辺
７市とともに、在日米軍司令官、在日米海軍司令
官、厚木航空施設司令官、駐日米国大使に対し、
夜間連続離着陸訓練（ＮＬＰ）の中止等を要請し
ました。また、防衛施設庁、防衛庁、外務省に対
し、訓練の中止等を米軍に申し入れるよう要請し
ました。東京都も同様の要請をしています。
　これは、４月２８日に防衛施設庁東京防衛施設局
からありました、厚木基地において５月１８日から
２０日の１８時から２２時までＮＬＰを実施する予定と
の事前通告を受けて行ったものです。
　ＮＬＰは空母の出港直前に行われるもので、終
了後、空母は出港し、艦載機は厚木基地を去りま
す。
　近年、厚木基地でのＮＬＰは低騒音機で実施さ
れていることから、同期間中の騒音状況は改善さ
れつつありますが、ＮＬＰ直前に集中的に行われ
る訓練飛行が新たな問題となっています。
　今回は、ゴールデンウィーク直前の通告という
こともあり、特に連休期間中の騒音の軽減につい
て強く申し入れました。
　併せて、空母艦載機による騒音が訓練を最小限
にとどめるとしている夜間、土、日曜日も発生
し、それにともない市民から多くの苦情が寄せら
れていることから、通常訓練時における騒音の解
消および事前の情報提供についても、要請を行い
ました。
　町田市では、機会があるごとに、米軍及び日本
政府に対して要請を行っているところですが、今
後も引き続き、東京都、神奈川県や基地周辺各市
とともに、航空機騒音の防止対策等について粘り
強く要請していきます。
　　　　　　　　　　□問 企画調整課11７２４・２１０３
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消費生活センターから
□問 消費生活センター11７２５・８８０５
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航航空空機機騒騒音音
測測定定結結果果

◇◇２２００００４４年年７７月月～～１１２２月月◇◇
□□問問環環境境保保全全課課
11７７２２４４・・２２７７１１１１

航空機騒音発生状況（２００４年７月～１２月）
騒　音　発　生　回　数総数測定月測 定 場 所 １００デシベル以上９０～９９デシベル８０～８９デシベル７０～７９デシベル

２１５１５３１８１４３０４年７月

市役所屋上
０１２２２２４５０４年８月
８３４９６５９１９７０４年９月
２５３１９８１１４３６７０４年１０月
１６９５２０９１６７４８７０４年１１月
０６８２１３１５１４３２０４年１２月
２２１６８１６０２５１０４年７月

本町田東小学校
００１５６９８４０４年８月
１１７８０１０８２０６０４年９月
１２４１４０１２６２９１０４年１０月
１３９１８５１２５３５００４年１１月
０１５１４２１１８２７５０４年１２月
０７１８１５５１８００４年７月

小山小学校
０５２４１２６１５５０４年８月
０３３６１９１２３００４年９月
０５４３２６７３１５０４年１０月
０３４７２５１３０１０４年１１月
０２５７２１６２７５０４年１２月
６３７５４１４７２４４０４年７月

町田第五小学校
１１１４１２１１３７０４年８月
１１３６１１６２２３７０４年９月
０２１１０６１４４２７１０４年１０月
４４５１３９１６１３４９０４年１１月
０１７１０４１２０２４１０４年１２月

※騒音計設置場所 
　市では１９８３年３月に航空機騒音測定器を
市役所本庁舎屋上へ設置し、２４時間連続測
定を開始しました。その後、１９８５年２月か
ら小山小学校、同年１１月から本町田東小学
校、２００３年１月からは町田第五小学校にて
同様の測定を開始しました。
※市役所屋上の日ごとの発生回数は図のと
おりです。

※発生回数は、７０デシベル以上の騒音が５
秒間以上継続した回数です。

※音のめやす
　７０デシベル・・目覚まし時計の音
　８０デシベル・・地下鉄の車内
　９０デシベル・・スピーカーの１メートル

前で聞くカラオケの音
　１００デシベル・・電車通過時のガード下

素
材
表
示
が
欲
し
い


